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:;雑::

::報::

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
三
年
九
月
二
二
日
(
金
)
午
後
二
時
よ
り

「
法
と
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
」

報

告

者

漬

回

宏

一

氏

(
イ
ェ

l
ル
大
学
経
済
学
部
教
授

大
阪
大
学
経
済
学
部
客
員
教
授
)

出

席

者

二

五

名

わ
が
国
に
お
け
る
「
法
と
経
済
」
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
教
授
が
、

ま
ず
、
な
ぜ
法
と
経
済
に
興
味
を
持
ち
、
そ
の
研
究
に
進
ま
れ
た
の
か
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
。
一
つ
に
は
、
法
学
教
育
へ
の
不
満
や
自
分
自
身
の

性
格
か
ら
、
ま
た
一
九
七
一
|
三
年
の
ア
メ
リ
カ

-
M
I
T
大
学
の
フ
エ

ロ
!
と
し
て
の
留
学
中
に
ピ
!
タ
1
・
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
教
授
の
法
と
経
済

学
講
義
に
参
加
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
当
時
の
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
以
降
の
ア

メ
リ
カ
経
済
学
こ
と
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
影
響
も
受
け

た
こ
と
な
ど
が
要
因
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
成
果
が
、
カ
ラ
プ
レ

イ
ジ
の
『
事
故
の
費
用
』
(
一
九
七

O
)
を
考
慮
し
た
、
『
損
害
賠
償
の
経

済
分
析
』
(
一
九
七
七
)
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
と
経
済
学
の
大
き
な
二
つ
の
系
譜
の

考
え
方
と
相
違
が
説
明
さ
れ
た
。
わ
が
国
で
は
「
法
と
経
済
(
学
)
」
と
し

て
一
括
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
市
場
を
重
視
す
る
シ
カ

ゴ
学
派
と
不
確
実
性
の
経
済
学
(
ハ
ー
バ
ー
ド
や
イ
ェ

l
ル
の
経
済
学
と

言
っ
て
よ
い
、
法
と
経
済
で
は
カ
ラ
プ
レ
イ
ジ
な
ど
)
の
相
違
、
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
法
と
経
済
学
」
内
部
で
の
基
本
的
な
流
れ
と
対
立

点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。

第
三
に
、
法
と
経
済
の
実
際
の
適
用
、
つ
ま
り
日
本
の
現
代
的
問
題
へ

の
適
用
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
た
。
ま
ず
、
こ
の
点
で
も
興
味
あ
る
分
析
を
し

て
い
る

M
・
ラ
ム
ザ
イ
ヤ
1
の
「
法
と
経
済
学
|
日
本
法
の
経
済
分
析
|
」

ご
九
九

O
)
の
紹
介
と
批
判
を
素
材
に
し
て
話
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
と

並
ん
で
、
今
日
多
様
な
経
済
学
の
発
展
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
法
と
経
済
の

境
界
領
域
で
適
用
で
き
る
こ
と
の
説
明
が
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
わ
が
国

で
の
市
場
取
引
を
め
ぐ
る
ホ
ッ
ト
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
内
部
取
引

の
規
制
の
問
題
、
損
失
補
填
の
経
済
学
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
規
制
や
介

入
を
す
る
場
合
に
費
用
と
便
益
が
つ
ね
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

点
や
法
と
倫
理
の
問
題
に
も
触
れ
ら
れ
た
。

北法42(4・269)1227



報

お
わ
り
に
、
法
学
の
科
学
性
に
言
及
し
て
、
ラ
ム
ザ
イ
ヤ

l
が
法
律
は

科
学
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に
は
批
判
的
な
考
え
を
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、

彼
の
結
論
は
、
実
質
的
に
は
シ
カ
ゴ
学
派
の
見
解
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
が

指
摘
さ
れ
た
。

質
疑
は
、
法
と
経
済
の
基
本
的
な
方
法
や
考
え
方
ま
た
わ
が
国
の
市
場

取
引
を
め
ぐ
る
問
題
ま
で
多
様
な
質
問
が
出
さ
れ
た
。
な
お
、
本
報
告
の

一
部
と
も
な
っ
た
書
評
が
本
研
究
会
の
質
疑
や
印
象
と
と
も
に
、
教
授
自

身
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
(
寸
(
書
評
)
マ
!
ク
・
ラ
ム
ザ
イ
ヤ

1
『法

と
経
済
学
』
L

経
済
研
究
四
三
巻
一
号
八
二
八
四
頁
ご
九
九
二
)
)
。

(
文
責
林
田

雑

清
明
)

O
平
成
三
年
九
月
三

O
日
(
月
)
午
後
二
時
よ
り

寸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
に
お
け
る
民
事
責
任
」

報
告
者
ア
ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
氏

(
パ
リ
第
一
大
学
名
誉
教
授
)

出

席

者

二

八

名

本
報
告
は
、
主
に
①
欠
陥
生
産
物
に
関
す
る
E
C
指
令
ご
九
八
五
年
)

と
②
役
務
供
給
者
の
責
任
に
関
す
る
E
C
指
令
案
(
一
九
九

O
年
)
を
素

材
に
し
て
、
補
足
的
に
③
濫
用
条
項
に
関
す
る
指
令
案
(
一
九
九

O
年
)

を
参
照
し
て
、

E
C
民
事
責
任
理
論
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
、
過
失
責
任
か
危
険
責
任
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
、
①
の
危

険
責
任
主
義
と
②
の
過
失
責
任
主
義
が
対
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

仔
細
に
検
討
す
る
と
、
①
に
は
過
失
主
義
に
基
づ
く
規
定
が
、
②
に
は
危

険
責
任
主
義
の
規
定
が
あ
り
、
両
者
は
接
近
し
て
い
る
と
す
る
。
次
に
、

①
②
に
共
通
の
特
徴
と
し
て
、

ω消
費
者
の
身
体
の
完
全
性
の
保
護
を
目

的
と
し
て
い
る
こ
と
、

ω責
任
者
を
広
く
考
え
て
い
る
こ
と
、

ω契
約
責

任
と
不
法
行
為
責
任
の
区
別
を
な
く
し
た
こ
と
等
を
、
③
の
特
徴
と
し
て
、

凶
民
事
責
任
よ
り
も
行
政
的
規
制
と
い
う
手
段
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
、

同
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
採
用
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

討
論
で
は
、
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
活
発
な
論
議
が
か
わ
さ
れ
た
が
、

な
か
で
も
右
の

ωω
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
た
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
。

本
報
告
の
、
早
川
員
一
郎
助
教
授
(
関
西
大
学
法
学
部
)
に
よ
る
翻
訳

が
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
一
号
(
一
九
九
一
年
一
二
月
一
日
)
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

(
文
責

瀬
JII 

信
久
)

O
平
成
三
年
一

O
月
四
日
(
金
)
午
後
二
時
よ
り

北法42(4・270)1228



「
環
境
責
任
l

i

l

i

-

-

理
論
と
諸
原
則
」

報
告
者

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ド
イ
チ
氏

(
ド
イ
ツ
・
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
)

約
三

O
名

出
席
者

北海道大学法学部法学会記事

ド
イ
チ
教
授
が
北
大
で
講
演
を
す
る
の
は
こ
れ
で
三
回
目
で
あ
る
が
、

今
回
は
一
九
九

O
年
に
ド
イ
ツ
で
新
た
に
制
定
さ
れ
た
「
環
境
責
任
法

(
C
B毛
色
岳
民
宮
口
問
的
問
2
2
N
〈
。
ロ
邑
宰
)
」
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
た
。
こ

れ
ま
で
も
、
西
ド
イ
ツ
で
は
環
境
汚
染
よ
り
生
ず
る
損
害
に
対
す
る
民
事

責
任
に
関
す
る
特
別
法
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
(
た
と
え
ば
、
一

九
五
七
年
の
水
利
規
制
法
)
、
環
境
法
の
重
点
は
公
法
的
規
制
に
お
か
れ
、

民
事
責
任
の
重
要
性
は
よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
本
法
の
制
定
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

本
法
は
、
こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
に
お
げ
る
危
険
責
任
の
発
展
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
施
設
か
ら
生
ず
る
環
境
汚
染
(
己
目
当
色
丹
l

aロ
看
守
W
C
口
問
)
に
よ
り
生
命
・
身
体
・
健
康
を
害
さ
れ
た
り
、
物
を
鍛
損

さ
れ
た
場
合
に
は
、
過
失
の
有
無
を
問
う
こ
と
な
く
、
施
設
の
保
有
者
は

そ
れ
よ
り
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
(
一

条
)
。
責
任
を
負
う
べ
き
施
設
は
、
本
法
の
付
則
に
九
六
号
に
わ
た
り
詳
細

に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
企
業
施
設
に
限
ら
れ
、
空
港
や
交
通
機
関
な
ど

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
損
害
は
、
土
・
空
気
・
水
に
広
め
ら
れ
た

物
質
・
振
動
・
騒
音
:
:
:
そ
の
他
の
現
象
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
汚
染
よ
り

生
じ
た
も
の
に
限
ら
れ
(
三
条
一
項
て
ま
た
一
条
と
の
関
係
で
経
済
的
損

害
も
賠
償
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
本
法
は
施
設
に
結
果
責
任
・
危
険
責

任
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
不
可
抗
力
な
ど
若
干
の
場
合
に
免
責
が
認

め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
本
法
は
原
因
推
定
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
(
六
条
)
を
設
け
る

な
ど
、
日
本
に
お
け
る
公
害
問
題
を
考
え
る
場
合
に
参
考
に
な
る
規
定
が

多
い
が
、
時
間
の
関
係
で
詳
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ド
イ
チ
教

授
は
、
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
の
不
法
行
為
法
の
体
系
を
前

提
と
し
て
、
批
判
的
な
検
討
を
加
え
た
。
と
く
に
、
本
法
が
い
ろ
い
ろ
な

点
で
責
任
の
要
件
・
効
果
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
に
批
判
的
で
あ
っ
た
の

が
、
印
象
的
で
あ
る
。

討
論
に
お
い
て
は
、
本
法
の
制
定
の
背
景
や
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
汚

染
の
現
状
な
ど
が
主
と
し
て
話
題
と
な
っ
た
。
わ
が
国
で
は
、
環
境
法
の

中
心
は
民
事
責
任
に
あ
り
、
注
目
す
べ
き
判
例
や
立
法
が
な
さ
れ
た
が
、

本
法
の
制
定
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
ほ
う
が
先
に
進
ん
だ
面
も
あ
る
。
今
後

に
お
け
る
わ
が
国
の
環
境
法
の
発
展
を
考
え
る
意
味
で
、
こ
の
講
演
は
意

義
深
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
(
な
お
こ
の
講
演
に
つ
い
て
は
、
他

の
通
訳
者
に
よ
る
訳
業
が
公
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
)
。

北法42(4・271)1229 



報

(
文
責

五
十
嵐

雑

O
平
成
三
年
一

O
月
一
八
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
現
代
平
等
論
の
一
断
面

I
I
I
-
ロ
ー
ル
ズ
以
後
|
|
L

報

告

者

長

谷

川

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

出
席
者

晃
氏

五
名

報
告
で
は
、

J
・
ロ

l
ル
ズ
に
始
ま
る
現
代
正
義
論
の
動
向
の
中
で
、

平
等
の
概
念
が
い
か
な
る
形
で
議
論
さ
れ
て
い
る
か
が
整
理
・
検
討
さ
れ

た
。
質
疑
応
答
で
は
、
平
等
概
念
の
法
理
論
的
意
義
、
社
会
福
祉
や
平
等

立
法
と
の
関
わ
り
な
ど
が
議
論
の
的
と
な
っ
た
。

O
平
成
三
年
一

O
月
二
四
日
(
木
)
午
後
三
時
よ
り

「
憲
法
訴
訟

法
か
政
治
か
」

M
-
J
・
ペ
リ

l
氏

(ノ
l
ス
ウ
エ
ス
タ
ン
大
学
ロ

1
ス
ク
ー
ル
教
授
)

出

席

者

三

三

名

報
告
者

清

現
在
、
左
右
両
陣
営
か
ら
、
法
と
政
治
と
の
融
合
現
象
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
は
批
判
法
学
(
わ
口
出
)
の
論
者
で
あ
り
、
他
方

は
司
法
消
極
主
義
の
立
場
を
と
る
原
意
主
義
的
な
厳
格
解
釈
の
論
者
で
あ

る
(
ス
カ
リ
ア
、
ボ

l
ク
、
ミ

l
ス
等
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ペ
リ

l
教
授

は
別
の
見
方
を
提
示
す
る
。
ま
ず
、
憲
法
解
釈
の
仕
方
と
し
て
は
、
ソ
フ
ィ

ス
ト
ケ
イ
卜
さ
れ
た
原
意
主
義
の
立
場
を
採
り
、
そ
こ
で
は
、
憲
法
の
諸

価
値
の
同
定
の
た
め
に
制
憲
者
の
立
場
に
拠
る
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
非
原

意
主
義
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
価
値
・

規
範
が
不
確
定
な
場
合
に
、
そ
れ
を
い
か
に
特
定
(
印
宮
門
日
々
)
し
て
価
値

判
断
を
導
く
か
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
性
質
論
と
い
う
道
徳
理
論
の
問
題

と
な
る
。
こ
の
点
で
、
前
記
の
司
法
消
極
論
者
は
、
道
徳
的
懐
疑
主
義
・

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
採
っ
て
い
て
問
題
だ
と
す
る
。
か
と
言
っ
て
、
教

授
自
身
は
、
客
観
的
な
基
礎
づ
け
主
義
・
ド
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
に
走
ら
ず
、

そ
の
中
間
に
あ
る
道
徳
的
相
対
主
義

(
B
o
z
-
z
z
t丘団
B)
に
解
決
の
方

向
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
熟
慮
と
対
話
」
に
よ
る
道
徳
的
議
論
の
ア

プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
確
か
に
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
(
ア
メ
リ
カ
の
政

治
的
共
同
体
に
と
っ
て
不
可
欠
な
構
成
的
政
治
だ
と
さ
れ
る
)
が
、
操
作

的
な
(
利
益
集
団
の
)
自
己
奉
仕
的
な
政
治
と
は
異
な
り
、
理
性
的
な
価

値
選
択
が
な
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
法
的
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
と
結
ぼ

れ
る
。

北法42(4・272)1230



詳
細
は
、
「
ア
メ
リ
カ
憲
法
訴
訟
基
礎
論
|
|
ペ
リ

l
教
授
北
大
講
演

リ
ポ
ー
ト
|
|
」
と
題
し
て
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
二
号
(
一
九
九
こ
に

発
表
さ
れ
た
(
執
筆
者
は
、
長
谷
川
晃
・
紙
谷
雅
子
両
教
授
と
私
)
の
で

参
照
さ
れ
た
い
。

(
文
責

吉
田

邦
彦

北海道大学法学部法学会記事
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